
昭
和
三
十
九
年
郵
政
省
令
第
十
六
号

電
波
法
に
よ
る
伝
搬
障
害
の
防
止
に
関
す
る
規
則

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
二
条
の
三
（
伝
搬
障
害
防
止
区
域
に
お
け
る
高
層
建
築
物

等
に
係
る
届
出
）
及
び
第
百
二
条
の
六
（
重
要
無
線
通
信
障
害
原
因
と
な
る
高
層
部
分
の
工
事
の
制
限
）
第
三
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
か
つ
、
同
法
第
百
二
条
の
二
か
ら
第
百
二
条
の
十
ま
で
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
に
よ

る
伝
搬
障
害
の
防
止
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
の
周
波
数
の
電
波
の
伝
搬
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
の
規
定
の
委
任

に
基
づ
く
事
項
及
び
法
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
防
止
区
域
の
指
定
の
解
除
等
の
通
知
）

第
二
条
　
総
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
百
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
届
出
に
係
る
高
層
部
分
（
法
第
百
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
高
層
部
分
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
伝
搬
障
害
防
止
区
域
（
以
下
「
防
止
区
域
」
と
い
う
。
）
に
係
る
重
要
無
線
通
信
障
害
原
因
と
な
る
と
認

め
ら
れ
る
旨
の
通
知
を
し
た
建
築
主
（
法
第
百
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
現
に
当
該
防
止
区
域
内
（
そ
の
区
域
と

そ
の
他
の
区
域
と
に
わ
た
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
す
る
指
定
行
為
（
法
第
百
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
工
事
を
制
限
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

旨
を
通
知
す
る
。

一
　
法
第
百
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
電
波
伝
搬
路
に
係
る
防
止
区
域
の
指
定
を
解
除
し
た
と
き
。

二
　
当
該
電
波
伝
搬
路
に
係
る
防
止
区
域
の
範
囲
を
縮
小
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
指
定
行
為
が
当
該
防
止
区
域

内
に
お
い
て
す
る
も
の
で
な
い
も
の
と
な
つ
た
と
き
。

三
　
当
該
電
波
伝
搬
路
に
係
る
防
止
区
域
内
に
お
い
て
す
る
指
定
行
為
に
係
る
工
作
物
の
高
層
部
分
の
う
ち
重
要

無
線
通
信
障
害
原
因
と
な
ら
な
い
も
の
と
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
。

（
高
さ
の
算
定
）

第
三
条
　
法
第
百
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
表
か
ら
の
高
さ
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
工
作
物
の
敷
地
に
接
す

る
道
路
の
路
面
の
中
心
の
位
置
（
当
該
工
作
物
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
が
な
い
場
合
は
、
当
該
工
作
物
が
周
囲
の

地
面
と
接
す
る
位
置
）
の
う
ち

低
の
も
の
か
ら
の
高
さ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
の
除
外
）

第
四
条
　
法
第
百
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
行
為
に
係
る
工
作
物
で
、
当
該
工
作
物
に
次
の
各
号
の

一
に
掲
げ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
工
作
物
が
高
層
建
築
物
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
高
層
建

築
物
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
る
も
の
及
び
指
定
行
為
に
係
る
工
作
物
の
う
ち
次
の
各
号
中
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
部
分
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
も
の

と
す
る
。

一
　
避
雷
針
、
旗
ざ
お
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
大
き
さ
及
び
形
状
の
も
の

二
　
防
止
区
域
に
係
る
無
線
局
の
空
中
線
又
は
無
給
電
中
継
装
置
の
設
置
場
所
か
ら
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ

た
地
点
に
あ
る
煙
突
そ
の
他
柱
状
の
工
作
物
で
そ
の
高
層
部
分
の
幅
が
一
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

三
　
送
電
線

四
　
屋
上
突
出
物
と
な
る
む
ね
飾
り
又
は
防
火
壁

五
　
建
築
物
の
屋
上
部
分
と
な
る
階
段
室
、
昇
降
機
塔
、
装
飾
塔
、
物
見
塔
、
屋
窓
又
は
建
築
設
備
（
建
築
基
準

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
建
築
設
備
を
い
う
。
）
で
、
そ
の
水
平

投
影
面
積
の
合
計
が
当
該
建
築
物
の
建
築
面
積
の
八
分
の
一
以
内
、
そ
の
高
さ
が
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

（
都
市
計
画
区
域
（
同
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
を
い
う
。
）
内
の
も
の
に
限
る
。
）

六
　
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
規

定
す
る
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
を
い
う
。
）
外
に
お
い
て
す
る
建
築
物
の
増
築
、
改
築
又
は
移
築
に
係
る

も
の
で
そ
の
増
築
、
改
築
又
は
移
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

（
届
出
を
要
す
る
改
築
等
の
程
度
）

第
五
条
　
法
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
改
築
、
修
繕
又
は
模
様
替
え
の
程
度
は
、
高
層
部
分
の

位
置
、
高
さ
、
大
き
さ
、
形
状
、
構
造
又
は
主
要
材
料
に
変
更
を
及
ぼ
す
範
囲
の
も
の
と
す
る
。

（
施
工
中
と
な
る
準
備
の
完
了
）

第
六
条
　
法
第
百
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
行
為
に
係
る
施
工
の
準
備
の
完
了
の
程
度
で
当
該
指
定

行
為
が
施
工
中
と
な
る
も
の
は
、
当
該
指
定
行
為
に
係
る
事
項
に
つ
き
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
処
分
が

あ
つ
た
こ
と
と
す
る
。

一
　
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事
の
確
認
（
同
法
第
十
八
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
適
合
の
通
知
を
含
む
。
）

二
　
建
築
基
準
法
第
五
十
五
条
第
四
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五

十
九
条
第
四
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
行
政
庁
の
許
可

三
　
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
又
は
ガ
ス
事

業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
五
条
若
し
く
は
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産

業
大
臣
の
許
可

（
既
存
の
高
層
建
築
物
等
に
係
る
変
更
）

第
七
条
　
防
止
区
域
の
指
定
の
際
に
お
け
る
指
定
行
為
に
係
る
工
事
の
計
画
の
う
ち
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
法
第
百

二
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

一
　
高
層
建
築
物
等
の
位
置
又
は
高
さ

二
　
高
層
部
分
の
大
き
さ
、
形
状
、
構
造
又
は
主
要
材
料

（
工
事
等
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
百
二
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
（
同
条
第
六
項
及
び
第
百
二
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
の
様
式
に

よ
る
届
書
に
当
該
高
層
建
築
物
等
に
係
る
次
の
図
面
（
法
第
百
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て

は
変
更
後
の
図
面
）
を
添
え
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
行
為
が
施
工
中
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
当
該
届
書
に
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
敷
地
付
近
見
取
図
（
方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

二
　
配
置
図
（
縮
尺
、
方
位
及
び
敷
地
内
に
お
け
る
位
置
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

三
　
高
層
部
分
の
外
形
を
示
す
立
面
図
及
び
平
面
図
（
縮
尺
、
方
位
、
高
さ
及
び
幅
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

（
工
事
の
制
限
の
解
除
）

第
九
条
　
法
第
百
二
条
の
六
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
工
事
の
制
限
が
解
除
さ
れ
る
場
合
は
、
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
と
き
と
す
る
。

（
あ
つ
せ
ん
の
申
出
）

第
十
条
　
法
第
百
二
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
あ
つ
せ
ん
の
申
出
は
、
協
議
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所
、
協
議
の
経
緯
、
意
見
又
は
希
望
、
法
第
百
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
の
通
知
の
番
号
及
び
年
月

日
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
書
類
の
提
出
）

第
十
一
条
　
法
第
百
二
条
の
三
、
第
百
二
条
の
四
若
し
く
は
第
百
二
条
の
九
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に

提
出
す
る
書
類
は
、
高
層
建
築
物
等
の
施
工
地
又
は
所
在
地
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務

所
長
を
含
む
。
）
を
経
由
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
昭

和
三
十
九
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
七
月
一
日
郵
政
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
六
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
二
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
日
郵
政
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
七
月
一
日
郵
政
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
に
基
づ
く
告
示
、
処
分
、
手

続
そ
の
他
の
行
為
の
う
ち
、
周
波
数
の
計
量
単
位
と
し
て
、
サ
イ
ク
ル
毎
秒
若
し
く
は
サ
イ
ク
ル
、
キ
ロ
サ
イ
ク

ル
、
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
、
ギ
ガ
サ
イ
ク
ル
又
は
テ
ラ
サ
イ
ク
ル
を
用
い
た
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
に

お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ヘ
ル
ツ
、
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
、
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
、
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
又
は
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
を
用
い
た
も

の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
月
一
六
日
郵
政
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
一
五
日
郵
政
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
一
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
一
五
日
郵
政
省
令
第
一
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
、
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
、
工
事
担
任
者
規
則
、
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適

合
認
定
に
関
す
る
規
則
、
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
及
び
電
波
法
に
よ
る
伝
搬
障
害
の
防
止
に
関
す
る
規
則
（
以

下
「
関
係
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
書
類
の
様
式
は
、
改
正
後
の
関
係
省
令
に
規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
郵
政
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て

も
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
を
修

補
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
一
日
総
務
省
令
第
一
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
一
二
日
総
務
省
令
第
一
〇
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
一
九
日
総
務
省
令
第
一
〇
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
一
六
日
総
務
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
六
月
六
日
総
務
省
令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
号
様
式
（
第
八
条
参
照
）

別表第一号様式(第八条参照) 

長

辺 

高層建築物等予定工事届 

 

年  月  日   

  総務大臣 殿 

 

 

住 所(注1)              

氏 名(注2)             

 

 次のとおり高層建築物等の工事をするので、電波法第百二条の三第一項の規定によ

り、別紙の図面を添えて届けます。 

  1 建築主住所氏名(注1) 電話     番    

2 工事請負人住所氏名(注1、注4) 電話     番  

3 工事下請人住所氏名(注1、注4) 電話     番  

4 工事の種別 

5 敷地の位置(地名・地番) 

6 高層建築物等の最高部の地表高

及び海抜高 
  

7 高層部分の構造及び主要材料 

8 工事着手予定年月日 

9 工事完了予定年月日 

10 その他参考となる事項(注3、注4) 

  

短 辺      (日本産業規格A列4番) 

注1 法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 

 2 法人又は団体の場合は、商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載するこ

と。ただし、国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人又は特別の

法律により特別の法律の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の

記載を要しない。 

 3 次の事項を含めて記載すること。 

  (1) 当該高層建築物等の用途及び将来における増築等の計画 

  (2) 当該工事に係る事項について第六条各号のいずれかに規定する処分を受けてい

る場合は、その旨並びに当該処分の番号及び年月日 

 4 工事請負人住所氏名欄(工事下請人がいる場合は、工事下請人住所氏名欄を含む。)

を未定として届け出る場合は、当該欄に未定と記載し、工事請負契約の予定年月日を

その他参考となる事項欄に記載するとともに、次に掲げるいずれかの高層建築物等に

係る書類を添付すること。 

  (1) 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第四号の規定に基づく特定

街区の都市計画の決定の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図

の写し 

  (2) 都市計画法第十二条の五第三項の規定に基づく再開発等促進区の地区整備計画

の決定又は変更の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図の写し 

  (3) 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定に基

づく都市再生特別地区における都市計画の決定の告示の写し及び当該告示に係る

都市計画の図書の総括図の写し 

  (4) 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号の規定に基づく市街

地再開発事業の都市計画の決定の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書

の総括図の写し 

  (5) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の二第一項の規定に基づ

く許可の通知の写し 

  (6) 地方公共団体において定められる中高層建築物紛争予防条例に基づき提出され

た標識設置届の写し及び当該届出に係る建設用地の案内図の写し又はこれらに類

するもの 

別
表
第
二
号
様
式
（
第
八
条
参
照
）

別表第二号様式(第八条参照) 

長

辺 

 

高 層 建 築 物 等 変 更 届 

 

年  月  日   

  総務大臣 殿 

 

 

住 所(注1)              

氏 名(注2)             

 

 高層建築物等について、  年  月  日届け出た事項を次のとおり変更する 

ので、電波法 

第百二条の三第二項 

第百二条の三第六項 

第百二条の四第二項 

の規定により、(別紙の図面を添えて)届けま 

す。 

  1 建築主住所氏名(注1) 電話     番    

2 届出済みの敷地の位置(地名・番号) 

3 変更の内容(新旧対照を含む。) 

4 その他参考となる事項 

  

短 辺      (日本産業規格A列4番) 

注1 法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 

 2 法人又は団体の場合は、商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載するこ

と。ただし、国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人又は特別の

法律により特別の法律の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の

記載を要しない。 
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別
表
第
三
号
様
式
（
第
八
条
参
照
）

別表第三号様式(第八条参照) 

長

辺 

 

高層建築物等工事計画届 

 

年  月  日   

  総務大臣 殿 

 

 

住 所(注1)              

氏 名(注2)             

 

 施工中の高層建築物等の工事計画は次のとおりであるので、電波法第百二条の三第

五項の規定により、別紙の図面及び施工中であることを証する書面を添えて届けま

す。 

  1 建築主住所氏名(注1) 電話     番    

2 工事請負人住所氏名(注1) 電話     番  

3 工事下請人住所氏名(注1) 電話     番  

4 工事の種別 

5 敷地の位置(地名・地番) 

6 高層建築物等の最高部の地表高

及び海抜高 
  

7 高層部分の構造及び主要材料 

8 電波法による伝搬障害の防止に関

する規則第六条各号のいずれかに

規定する処分を受けた年月日 

  

9 工事着手予定年月日 

10 工事完了予定年月日 

11 その他参考となる事項(注3) 

  

短 辺      (日本産業規格A列4番) 

注1 法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 

 2 法人又は団体の場合は、商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載するこ

と。ただし、国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人又は特別の

法律により特別の法律の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の

記載を要しない。 

 3 当該高層建築物等の用途及び将来における増築等の計画を含めて記載すること。 

 

3


